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資料２４ 

 

富山地区地球温暖化対策緑地建設事業の概要 

 

 

１．事業名称 

この事業は、富山地区地球温暖化対策緑地建設事業と称する。 

 

２．事業の目的 

本事業地は、富山市街地より北西へ４km 程離れたところに位置し、一般家庭から排出された

ゴミの焼却灰を主に処分した一般廃棄物最終処分場の跡地及びその周辺地である。本事業は積極

的な土地利用が見込めない廃棄物最終処分場跡地を活用して、土壌環境の保全を図ると共に地球

温暖化対策に特に資する緑地を設置することにより、持続的発展が可能な社会を目指すとともに、

都市環境・生活環境の改善と向上を図るものである。 

 

３．事業の種類 

この事業は、環境再生保全機構法（平成１５年５月１６日法律第４３号）附則第７条第１項第

１号の規定に基づき旧環境事業団から承継した地球温暖化対策緑地の設置及び譲渡とする。 

 

４．事業を実施する場所  富山県富山市北代新字加茂下１７１他 

 

５．譲渡の相手方の地方公共団体の名称 

  名 称   富山市（市長 森 雅志） 

  所在地   富山市新桜町７－３８ 

 

６．事業区域、設置する主たる施設その他設計の概要     

  事業面積  約５．９ha 

  設計の概要 園路及び広場、修景施設、便益施設、管理施設等 

 

７．事業の着手及び完了の時期 

  着  手  平成１３年１１月 

  完  了  平成１７年 ３月 

 

８．事業に要する費用 

  １，８７３百万円 

 

９．事業に係る都市計画に関する事項 

   富山高岡広域都市計画緑地２１０号北代緑地 

   （平成１３年９月１７日 富山市告示第２４０号） 

 

１０．その他事業に関する重要事項 

（１） 業実施計画     平成１３年１０月２９日 

（２） 譲渡契約      平成１３年１１月 １日 

（３） 都市計画事業承認  平成１４年 １月 ４日 
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資料２５ 

和歌山地区（第３期）共同福利施設建設事業の概要 
 
 
１．事業の名称 

この事業は、和歌山地区（第３期）共同福利施設建設事業と称する。 
 
２．事業の目的 

和歌山下津港の臨海工業地帯には、住友金属、和歌山共同火力、住金化工等多数の企業が

操業しており、これらの企業から発生する産業公害（硫黄酸化物、降下ばいじん、騒音等）

を防止するために、第１期（湊地区、松江地区）、第２期（西松江地区）に引き続く第３期

事業として、工業地域と住居地域との間に共同福利施設を設置しようとするものである。 
 
３．事業の種類 

この事業は、環境再生保全機構法（平成１５年５月１６日法律第４３号）附則第７条第１項第

１号の規定に基づき旧環境事業団から承継した共同福利施設の設置及び譲渡とする。 

 
４．事業を実施する場所 

和歌山市松江東 他 
 
５．譲渡の相手方の地方公共団体の名称 

名 称     和歌山県（知事 木村  良樹） 
所在地     和歌山市小松原通１丁目１番地 

 
６．事業区域、設置する主たる施設その他設計の概要 

事業面積    約５．６ヘクタール 
設計の概要   園路及び広場、修景施設、運動施設、便益施設、管理施設等 

 
７．事業の着手及び完了の時期 

着 手     平成１２年 ７月 
完 了     平成１７年 ３月 

 
８．事業に要する費用 

６，６４７百万円  
 

９．事業に係る都市計画に関する事項 

   和歌山海南都市計画緑地１号河西緩衝緑地 

   （平成１５年９月１９日 和歌山県告示第１０７１号） 

 

１０．その他事業に関する重要事項 

（１） 事業実施計画    （当初）平成１２年 ６月２３日 

              （変更）平成１５年１０月２０日 

（２） 譲渡契約      （当初）平成１２年 ７月 １日 

              （変更）平成１５年１０月３１日 

（３） 都市計画事業承認告示（当初）平成１２年１１月１６日 

              （変更）平成１５年１２月 ２日 
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資料２６ 

  静岡（富士）地区大気汚染対策緑地建設事業の概要 

 

１．事業の名称 

この事業は、静岡（富士）地区大気汚染対策緑地建設事業と称する。 

 

２．事業の目的 

富士市は、臨海部に立地する工場群の事業活動に起因する大気汚染による公害が著しく、旧公

害健康被害補償法に基づく第１種地域に指定されていたところである。 

また、当該地域は、第二東名自動車道の整備が予定されているなど自動車排ガス等による大気

汚染が今後著しくなるおそれがあり、その防止及び軽減と都市環境の改善・向上を図るために大

気汚染対策緑地を設置しようとするものである。 

 

３．事業の種類 
この事業は、環境再生保全機構法（平成１５年５月１６日法律第４３号）附則第７条第１項第

１号の規定に基づき旧環境事業団から承継した大気汚染対策緑地の設置及び譲渡とする。 

 

４．事業を実施する場所 

静岡県富士市入山瀬 

 

５．譲渡の相手方の地方公共団体の名称 

名 称   富士市（市長 鈴木 尚） 

所在地   富士市永田町１丁目１００番地 

 

６．事業区域、設置する主たる施設その他の設計の概要 

事業面積   約６．８ヘクタール 

設計の概要 園路及び広場、修景施設、休憩施設、遊戯施設、便益施設、管理施設 

 

７．事業着手及び完了の時期 

着  手     平成１０年７月 

完  了     平成１８年３月 

 

８．事業に要する費用 

８，８６４百万円（ 

 

９．事業に係る都市計画に関する事項 

   岳南広域都市計画緑地３号入山瀬緑地 

   （平成９年９月２６日 静岡県告示第８１０号） 

 

１０．その他事業に関する重要事項 

（１） 事業実施計画    （当初）平成１０年 ６月１５日 

              （変更）平成１６年 ７月 ８日 

（２） 譲渡契約      （当初）平成１０年 ７月 １日 

              （変更）平成１６年 ７月３０日 

（３） 都市計画事業承認  （当初）平成１０年１０月 ６日 

              （変更）平成１６年 ８月２３日 
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